
大分県公共土木施設管理システム開発

業務委託公募型プロポーザル実施要領

１ 目的

この要領は、大分県公共土木施設管理システム開発業務委託について、契約の相手方となる

候補事業者を選定するための公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）実施に関し、

必要な事項を定めるものである。

２ 委託業務の概要

業務名 大分県公共土木施設管理システム開発業務委託

業務内容 大分県が示す「大分県公共土木施設管理システム調達仕様書」「大

分県公共土木施設管理システム要件定義書」をもとに、大分県公共

土木施設管理システムの開発を行う。

業務仕様書 本要領５（３）のとおり

履行期間 令和９年４月１５日から令和１０年３月３１日まで（令和９年度契約締

結、単年度契約）

※なお、同一の事業者が『大分県公共事業執行管理システム』およ

び『大分県公共土木施設管理システム』の双方の契約締結候補者と

なった場合、両システムの開発業務の一括契約（履行期間は契約の

日から令和１１年１月３１日まで（令和８年度契約締結、令和８年度～

１０年度の債務負担行為に係る契約））を求める場合がある。

業務見積上限額

（予算額）

６６，０２３，１００円

（消費税及び地方消費税を含む）

見積書を提出する際、開発額がこの金額を超えた場合は失格とす

る。

３ 担当部署

〒870-8501 大分県大分市大手町 3-1-1 県庁舎新館７階

大分県土木建築部 公共工事入札管理室 公共工事システム班

電  話  097-506-4534 、 FAX 097-506-1834

E-Mail a17050@pref.oita.lg.jp

４ 参加資格条件

次の各号に掲げる要件をすべて満たすこと。

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者である



こと。

（２）「大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者

に必要な資格（令和６年５月１日大分県告示第２５５号）」を取得している者（ただし、同告

示の別表に定める業種区分で（大分類）役務の提供、（小分類）情報処理・ソフトウェア開発、

（細分類）システム開発を対象として資格審査を受けているものに限る。）であること。

（３）公示の日以降、提案発表までの間において、「大分県が発注する物品等の調達、売払い及

び役務の提供に係る入札参加資格を有する者に対する指名停止等措置要領（令和２年９

月１日大分県告示第５０７号）に基づく指名停止期間中となっていないこと。

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づき更正手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない

者であること（手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画または再生計画の認可

が決定した者を除く）。

（５）自己又は自己の役員等が次のいずれにも該当しない者であること。また次の各号に掲げ

る者が、その経営に実質的に関与していないこと。なお、資格要件確認のため、大分県警

察本部に確認する場合がある。

①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

②暴力団員（同法 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

③暴力団員が役員となっている事業者

④暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

⑤暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約

等を締結している者

⑥暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者

⑦暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難さ

れる関係を有している者

⑧暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者

（６）共同企業体による場合は上記（１）～（５）の要件に加え、以下の要件を満たす者であること

①共同企業体協定書（第 2 号様式）を締結していること。なお、共同企業体は、自主結成とす

る。

②共同企業体の各構成員は、単独または他の共同企業体の構成員で本件プロポーザルに参

加していないこと。

（７）上記(2)の資格を保有していない場合は、令和８年４月１０日から４月２３日までの間に、大

分県会計管理局用度管財課物品調達班へ資格審査を申請すること。申請方法等の詳細に

ついては、下記 URL のページを参照。

https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html

なお、申請者が４月２４日以降に申請を希望する場合は、その後も随時に受け付けるが、



審査が公募型プロポーザルの参加申出締切に間に合わない場合がある。

５ プロポーザル参加申出及び参加資格の確認

（１）参加申出

プロポーザルに参加を希望する者は、以下の申請書等を提出すること。なお、提出された書

類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じること。

提出書類

（部数）

①大分県公共土木施設管理システム開発業務委託公募型プロポーザル参

加申出兼秘密保持誓約書（第 1 号様式）（1 部）

②共同企業体協定書（第 2 号様式）の写し（1 部）※単独企業の場合は不要

提出場所 本要領３で示す担当部署

提出方法 持参又は書留郵便

※書留郵便で提出する場合は、封筒に「プロポーザル参加申出書類在中」と朱書きすること。

提出期間 令和８年４月１０日（金曜日）～５月１４日（木曜日）

※持参、郵便にかかわらず５月１４日 17 時必着とする

受付時間 大分県開庁日の 9 時から１７時の間（土日祝日は大分県閉庁日）

（２）参加資格の確認

県はプロポーザル参加資格の確認結果を、公募型プロポーザル参加資格確認通知書（第

3 号様式）で通知する。

（３）関連資料の交付

業務に必要な「大分県公共土木施設管理システム調達仕様書」「大分県公共土木施設管理シ

ステム要件定義書」及び附属文書等については、前項において参加資格を有していると認めら

れた者にのみ交付を行う。

６ 企画提案書等の提出場所及び提出期限

提出できる者 本要領５（２）の参加資格確認を受けた者。

なお、県が参加資格を確認した後に参加資格を失うこととなった者

は、企画提案書を提出できない。

提出物（部数） (1)企画提案書（製本１部）※下記注意事項参照

(2)企画提案書評価基準表（1 部）

(3)参考見積書（第４号様式）（1 部）

・開発費（企画提案書の内容まで含む）と５年間の運用保守費（制度

改正対応コストを含む）を記載すること。

※参加者が『大分県公共事業執行管理システム』の公募型プロポー

ザルにも参加している場合は、本システム（『大分県公共土木施設管



理システム』）と『大分県公共事業執行管理システム』の開発をあわ

せて請負した場合の参考見積も提出すること。

(４)開発実績確認書（第５号様式の１）（１部）

(５)プロジェクト全体管理者実務経歴書（第５号様式の２）（１部）

(６)プレゼンテーション参加予定者名簿（第８号様式）（1 部）

(７)提出する上記(1)～(６)の書類のPDFファイルを記録したCD-

ROM（DVD-ROM）（1 枚）

提出場所 本要領３で示す担当部署

提出期限 令和８年６月１日（月曜日）17 時必着

郵送により提出する

場合

二重封筒に封入した書留郵便とし、表封筒に「大分県公共土木施設

管理システム開発業務提案書等在中」と朱書きすること。

※企画提案書の注意事項

①『大分県公共事業執行管理システム』と『大分県公共土木施設管理システム』の両システム

のプロポーザルに参加を希望した者は『大分県公共事業執行管理システム』と『大分県公

共土木施設管理システム』それぞれの企画提案書を作成すること。

②企画提案書はＡ４版縦、表紙、中表紙を除き両面印刷とし、できる限り簡略なものとする

こと。ただし、提案内容の根拠は適宜添付すること。表紙、目次、図表、用語集を含み、４０

ページ程度とする。

なお、文字サイズは１０ポイント以上とし、カラーで作成しても良いものとする。

また、図表においてＡ３版がある場合は片面印刷とし、当該ページはＡ４版の２ページ相当

分と数えることとする。

大分県内企業の活用に際して、再委託の提案を行う場合は「再委託の相手方の商号又は

名称、住所及び代表者氏名」「再委託を行う業務の概要及び（再委託の）理由」「再委託業

務期間及び契約金額等」を記載すること。

③企画提案書評価基準表はＡ４版縦とし、企業名及び各項目の提案書記載ページを記載す

ること。

④提出書類等に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成

4 年法律第 51 号）に定める単位に限る。

⑤提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは認めない。

⑥提案書の作成及び提出に要する費用はプロポーザル参加者の負担とする

⑦県は、審査作業に必要な範囲に限り提案書の複製を作成できることとする。

⑧県は、プロポーザル参加者から提供された従業員等の個人情報は、実施及び契約に係る

事務処理において必要な連絡にのみ用いるものとし、他の用途には用いない。なお、個人

情報の取り扱いは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び大分県

個人情報保護法施行条例（令和 4 年大分県条例第 32 号）に従う。



⑨提案書等に含まれる著作物の著作権は、プロポーザル参加者に属する。なお、提案書等の

記述が、特許権など日本国内の法令に基づいて保護される第三者の権利の種類の対象と

なるものを使用した結果生じた責任は、プロポーザル参加者が負うこととする。

⑩企画提案書に虚偽の記載をした場合には、企画提案書を無効にするとともに、虚偽の記

載をした者に対して「大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る入

札参加資格を有する者に対する指名停止等措置要領」に基づく指名停止を行うことがあ

る。

⑪契約の相手方とならなかった場合も提出物は返却しない。

７ 提案発表（プレゼンテーション）

審査開催日 令和８年６月９日（火曜日）～６月１１日（木曜日）のいずれか１日

※日時については、対象者（参加申出者）に別途通知する。

審査者 「大分県公共土木施設管理システム開発業務委託公募型プロポーザル

審査委員会」（以下「審査委員会」という。）が行う。

審査方法 提案発表を受け、最終審査を行い、最優秀提案者を決定する。審査基準

は本要領８のとおり。

会場 大分県庁舎新館地下 2 階  Ｂ２１会議室

提案者 本要領５（２）の参加資格確認を受け、かつ企画提案書評価基準表１及び

２２の項目について基準を満たしている者が提案発表に参加できる。

※参加資格確認通知書（又は写し）を持参すること。

説明は総括業務責任者となる予定の者を中心として行うこと。なお、出

席者は５名以内とする。

発表内容 提案書の説明、提案書の表現を補足する追加説明及び審査委員からの

質疑。大型モニタ等を用いて提案書の表現を補足することができる。

発表の時間 １提案者あたり４０分（説明２０分、質疑応答２０分）程度を予定する。（た

だし、プロポーザル参加者数に応じ変更することがありうる）

経費 ヒアリングに要する経費は、すべてプロポーザル参加者の負担とする。

（ただし、大型モニタ（HDMI 接続ケーブル含む）及び電源タップは県か

ら貸し出すことができるので、必要に応じて県に確認すること。）

※その他注意事項

① 県が本要領５（２）にて参加資格を確認した後に参加資格を失うこととなった者は提案発

表できない。

② 天災その他やむを得ない理由により、プロポーザルを行うことができないときは、これを

延期する。なお、この場合における損害は、プロポーザル参加者の負担とする。

③ プロポーザル参加者が５者を超える場合は企画提案書評価基準表１及び２２の項目につい

て書類審査を行い、上位５者により提案発表を実施する。書類審査の結果については、電



子メールにて通知する。

８ 最優秀提案者決定基準

（１）必須条件

参 考 見 積

書

開発業務に係る費用は業務見積上限額の範囲内の価格であること。

※ただし、最優秀提案者となるべき者の当該申込に係る価格によっては（提案内容と比

較して著しく低価格である等）、その者により当該契約の内容に適合した履行がされな

い恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序

を乱すこととなる恐れがあって著しく不当であると認められたときは、その者を最優秀

提案者とせず、業務見積上限額の範囲内の価格でもってプロポーザルを行った者のう

ち、合計点が次に高い者を最優秀提案者とする場合がある。

提案書 企画提案書評価基準表で必須とされる評価項目について、全審査員の評価

点合計が０点ではないこと。

（２）評価項目点

評価項目点は、評価点（①）に評価項目単位の重み（②）を乗じて得た点の合計点とする。

評価項目点=∑(①評価項目単位の採点×②評価項目単位の重み)

① 評価項目単位の採点

採点は、０点、１点および２点の評価を基本とする。

評価点 基準

２点 仕様書以上の提案がある場合や実現方法が優れている場合

１点 仕様書どおりの提案がされている場合

０点 仕様書を満たしていない場合、もしくは提案されていない場合

② 評価項目単位の重み

重要度に応じて、１～１０の重みを各評価項目単位に設定する。

（３）総合評価点の算出

① 評価項目点の算出

各審査委員は企画提案書評価基準表（別紙）に基づき、提案書および提案発表を審査し、各

評価項目に対する評価点（0 点、1 点、2 点等）を付与することにより、各提案者の評価項目点

を算出する。

② 総合評価点の算出

提案者の総合評価点は各審査員が算出した評価項目点の合計点とする。

   提案者の総合評価点= ∑(各審査委員が算出した評価項目点)



（４）最優秀提案者の決定

総合評価点が最も高い提案者を最優秀提案者とする。

総合評価点が同点の場合、以下の順序で最優秀提案者を決定する。

1. 実施方針に関する評価項目（項目７～１６）の合計点が高い提案者

2. 実績に関する評価項目（項目１～２）の合計点が高い提案者

3. 上記でも判断できない場合は、審査委員長の判断により決定する。

９ 審査結果の通知

審査結果はプロポーザルに参加したすべての者に書面で通知する。

１０ 契約等

契約の相手方 最優秀提案者を契約締結候補者（以下「候補者」という。）とする。ただ

し、候補者が契約を締結しない場合は次に順位の高い提案者を候補

者とする。また、候補者が本要領４の参加要件を満たさなくなった場

合、契約の締結を行わないことがある。

協議 大分県は、候補者と委託業務に関する詳細協議の上、委託契約を締結

する。

見積書の提出 候補者は、別途大分県が定める期日までに開発業務の見積書を提出

しなければならない。

なお、同一の事業者が『大分県公共事業執行管理システム』『大分県公

共土木施設管理システム』両システムの候補者となった場合は、２つの

システムをあわせた開発業務委託契約となるので、その契約内容で見

積書を提出すること。

契約書の要否 要（様式については別添「契約書（案）」「特記事項」を参照）

仕様書の扱い 仕様書は、当該業務の最低水準を示したものである。したがって、選

定された提案内容によっては、締結する契約書及び添付される仕様

書には、県と提案者との協議等の結果に基づき、委託業務の内容が追

加または修正される場合がある。

契約保証金 大分県契約事務規則第５条第３項第９号の規定により免除とする

契約手続について使

用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする

契約の相手方が提出

した企画提案書の扱

い

契約の相手方が提出した企画提案書は返却せず、県が５年間保管す

る。なお、この企画提案書を公開する場合は、事前に提出者の同意を

得るものとする。



１１ 質問受付

下記の方法により行うこと。

質問書 大分県公共土木施設管理システム開発業務委託質問書（第７号様式）

送付方法 持参又はＥメール。質問書には担当者の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番

号、Ｅメールアドレスを併記するものとする。

宛先 本要領３で示す担当部署

受付期間 令和８年４月１０日（金曜日）～令和８年５月１８日（月曜日）

回答方法 質問者を含むプロポーザル参加申出者に対して速やかに電子メール

で送付する。

１２ 公募型プロポーザルの辞退

本要領５（２）の参加資格確認通知書を受理した後に辞退する場合は、以下の手続を行うこと。

提出書類 公募型プロポーザル辞退届（第６号様式）

送付方法 持参又は書留郵便

提出期限 令和８年５月２９日（金曜日）17 時必着

郵送の場合 封筒に「プロポーザル辞退届在中」と朱書きすること。

提出先 本要領３で示す担当部署

１３ その他留意事項

（１） 本件プロポーザルの執行については、地方自治法、地方自治法施行令、大分県契約事務

規則など関係法令の定めによる。

（２） 参加申出書及び企画提案書の提出後において、原則として参加申出書及び企画提案書

  に記載された内容の変更を認めない。

（３） 企画提案書の選定後、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の具体的

な実施方法について提案を求めることがある。

（４） 大分県から受領又は閲覧した資料等は，県の了解なく公表又は使用してはならない。

（５） 本件公示、説明書等の不知、不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

以上


